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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の報知デバイスと連携して先行車両との衝突の危険性をドライバに報知する処理で
ある報知処理を実施する運転支援装置であって、
　先行車両と自車両との車間距離を逐次取得する車間距離取得部（Ｆ１）と、
　自車両の走行速度と前記車間距離取得部が取得している前記車間距離とに基づいて、先
行車両と自車両とが衝突する危険の度合いを示すパラメータである第１リスク指標値を算
出する第１指標値算出部（Ｆ４）と、
　先行車両と自車両とが衝突する危険の度合いを示すパラメータであって、前記第１リス
ク指標値とは異なるパラメータである第２リスク指標値を、先行車両に対する自車両の相
対速度に基づいて逐次算出する第２指標値算出部（Ｆ５）と、
　前記第１指標値算出部が算出している前記第１リスク指標値と第２指標値算出部が算出
している前記第２リスク指標値とに基づいて、前記ドライバに先行車両との衝突の危険性
を訴えかける強さを示す報知レベルを逐次決定する報知レベル決定部（Ｆ６）と、
　前記報知レベル決定部によって決定された前記報知レベルに応じた報知態様で、前記報
知処理を実施する報知処理部（Ｆ７）と、を備え、
　前記報知レベル決定部は、前記報知レベルを複数段階で判定し、
　複数段階の前記報知レベルのうち、最も低いレベルは、前記報知処理部による前記報知
処理が実施されないレベルであり、
　前記報知処理部は、前記報知レベル決定部が決定した前記報知レベルが高いほど、先行
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車両との衝突の危険性をより強く前記ドライバに訴えかける報知態様で前記報知処理を実
施するものであって、
　前記報知レベル決定部は、前記報知処理を実行している状態において、前記第１リスク
指標値及び前記第２リスク指標値の少なくとも何れか一方が、より安全な状態を意味する
値に推移したことに基づいて、前記報知レベルを、現在の前記第１リスク指標値及び前記
第２リスク指標値から定まる本来の前記報知レベルよりも低いレベルに設定することを特
徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ドライバの状態を示すデータを出力するドライバ状態センサの出力データ、及び、
前記ドライバの操舵量を検出する舵角センサの検出結果の少なくとも何れか一方に基づい
て、前記ドライバが所定の異常状態であるか否かを判定するドライバ状態認識部（Ｆ８）
を備え、
　前記報知レベル決定部は、前記ドライバ状態認識部によって前記ドライバが前記異常状
態であると判定されている場合には、前記ドライバ状態認識部によって前記ドライバが前
記異常状態であると判定されていない場合よりも、前記報知レベルを高いレベルに決定す
ることを特徴とする運転支援装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記ドライバの状態を示すデータを出力するドライバ状態センサの出力データ、及び、
前記ドライバの操舵量を検出する舵角センサの検出結果の少なくとも何れか一方に基づい
て、前記ドライバが所定の異常状態であるか否かを判定するドライバ状態認識部（Ｆ８）
を備え、
　前記報知レベル決定部は、前記ドライバ状態認識部によって前記ドライバは前記異常状
態ではないと判定されている場合には、前記第１リスク指標値に対して予め設定されてい
る所定のデフォルト閾値を用いて前記報知レベルを決定する一方、前記ドライバ状態認識
部によって前記ドライバは前記異常状態であると判定されている場合には、前記第１リス
ク指標値に対して予め設定されている所定の異常状態用閾値を用いて前記報知レベルを決
定するものであって、
　前記異常状態用閾値は、前記デフォルト閾値よりも、前記報知レベルが高く判定されや
すいように設定されていることを特徴とする運転支援装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１項において、
　前記ドライバの状態を示すデータを出力するドライバ状態センサの出力データ、及び、
前記ドライバの操舵量を検出する舵角センサの検出結果の少なくとも何れか一方に基づい
て、前記ドライバが所定の異常状態であるか否かを判定するドライバ状態認識部（Ｆ８）
を備え、
　前記報知レベル決定部は、前記ドライバ状態認識部によって前記ドライバは前記異常状
態ではないと判定されている場合には、前記第２リスク指標値に対して予め設定されてい
る所定のデフォルト閾値を用いて前記報知レベルを決定する一方、前記ドライバ状態認識
部によって前記ドライバは前記異常状態であると判定されている場合には、前記第２リス
ク指標値に対して予め設定されている所定の異常状態用閾値を用いて前記報知レベルを決
定するものであって、
　前記異常状態用閾値は、前記デフォルト閾値よりも、前記報知レベルが高く判定されや
すいように設定されていることを特徴とする運転支援装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか１項において、
　自車両の走行速度に応じた先行車両に対する安全車間距離を算出する安全車間距離算出
部（Ｆ３）を備え、
　前記第１リスク指標値は、前記安全車間距離算出部が算出している前記安全車間距離を
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、前記車間距離取得部が取得している前記車間距離で除算した値である接近度であり、
　前記報知レベル決定部は、前記第１リスク指標値としての前記接近度が大きいほど、前
記報知レベルを高いレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項６】
　請求項１から４の何れか１項において、
　前記第１リスク指標値は、前記車間距離を自車両の走行速度で除算した値である車間時
間から、所定の反応遅れ時間と、所定の反応時間と、所定の必要車間時間を減算した値で
ある安心余裕時間であり、
　前記報知レベル決定部は、前記第１リスク指標値としての前記安心余裕時間が小さいほ
ど、前記報知レベルを高いレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項７】
　請求項１から６の何れか１項において、
　前記第２リスク指標値は、前記車間距離を先行車両に対する自車両の相対速度で除算し
た値である衝突余裕時間であって、
　前記報知レベル決定部は、前記第２リスク指標値としての前記衝突余裕時間が小さいほ
ど、前記報知レベルを高いレベルに設定することを特徴とする運転支援装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、先行車両との衝突の可能性をドライバに警告する運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、先行車両との車間距離に応じて警報音を出力することによって、先行車両との衝
突の可能性をドライバに警告する運転支援装置がある。例えば特許文献１には、自車両の
車速に応じて安全車間距離を算出するとともに、その算出した安全車間距離を実際の先行
車両との車間距離で除算した値である危険度を逐次算出し、危険度に応じた態様の警報音
を出力する運転支援装置が開示されている。具体的には危険度が１以上１．５未満である
場合には第１段階の警報音を出力し、危険度が１．５以上２．０未満である場合には第２
段階の警報音を出力する。そして、危険度が２．０以上である場合には第３段階の警報音
を出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－９６７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の構成では、危険度が、警報音の出力態様を規定する所定の閾値（以
降、警報閾値）を超過したり下回ったりするまでは同じ報知態様で警報音が出力され続け
る。そのため、先行車両が急制動した場合であっても、危険度が警報閾値を上回るほど十
分に車間距離が縮まるまでは、相対的に弱い態様での警報音が出力され続ける。そのよう
に特許文献１の構成では、先行車両が急制動を実施してから警報音の出力態様が変化する
までに時間を要するため、ドライバが先行車両の急制動に気づくのが遅れてしまう可能性
がある。
【０００５】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、より適
切な報知態様でドライバに、先行車両との衝突の危険性を報知することができる運転支援
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　その目的を達成するための本発明は、所定の報知デバイスと連携して先行車両との衝突
の危険性をドライバに報知する処理である報知処理を実施する運転支援装置であって、先
行車両と自車両との車間距離を逐次取得する車間距離取得部（Ｆ１）と、先行車両と自車
両とが衝突する危険の度合いを示すパラメータである第１リスク指標値を、先行車両の走
行速度を用いずに、自車両の走行速度と車間距離取得部が取得している車間距離とに基づ
いて算出する第１指標値算出部（Ｆ４）と、先行車両と自車両とが衝突する危険の度合い
を示すパラメータであって、第１リスク指標値とは異なるパラメータである第２リスク指
標値を、先行車両に対する自車両の相対速度に基づいて逐次算出する第２指標値算出部（
Ｆ５）と、第１指標値算出部が算出している第１リスク指標値と第２指標値算出部が算出
している第２リスク指標値とに基づいて、ドライバに先行車両との衝突の危険性を訴えか
ける強さを示す報知レベルを逐次決定する報知レベル決定部（Ｆ６）と、報知レベル決定
部によって決定された報知レベルに応じた報知態様で、報知処理を実施する報知処理部（
Ｆ７）と、を備え、報知レベル決定部は、報知レベルを複数段階で判定し、複数段階の報
知レベルのうち、最も低いレベルは、報知処理部による報知処理が実施されないレベルで
あり、報知処理部は、報知レベル決定部が決定した報知レベルが高いほど、先行車両との
衝突の危険性をより強くドライバに訴えかける報知態様で報知処理を実施するものであっ
て、報知レベル決定部は、報知処理を実行している状態において、第１リスク指標値及び
第２リスク指標値の少なくとも何れか一方が、より安全な状態を意味する値に推移したこ
とに基づいて、報知レベルを、現在の第１リスク指標値及び第２リスク指標値から定まる
本来の報知レベルよりも低いレベルに設定することを特徴とする。
【０００７】
　第２リスク指標値は、相対速度に応じて決定されるパラメータであるため、先行車両が
急制動を実施した場合には、先行車両の急制動に呼応して第２リスク指標値も、相対的に
危険度合いが高いことを示す値に推移する。そして、先行車両との衝突の危険性を報知す
る際の報知態様を定める報知レベルは、第２リスク指標値の値によっても決定されるため
、第２リスク指標値が、相対的に危険度合いが高いこと示す値に推移すれば、報知レベル
も上昇しうる。つまり、ドライバが減速操作を実施した場合には車間距離がまだあまり変
化していない状況においても、報知レベルは上昇しうる。報知レベルが上昇した場合には
当然報知態様は相対的に強い態様へと変化する。
【０００８】
　このように上記構成によれば、車間距離がまだあまり変化していない状況においても、
先行車両の急制動に基づいて報知態様が変化しうるため、ドライバが先行車両の急制動に
気づくのが遅れてしまう可能性も低減できる。すなわち、上記構成によれば、より適切な
報知態様でドライバにリスクを報知することができる。
【０００９】
　なお、特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述する実施形態
に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】運転支援システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】周辺視デバイス２Ｃの搭載位置の一例を示した図である。
【図３】運転支援ＥＣＵ１の概略的な構成を示す図である。
【図４】安全車間距離Ｌｓと走行速度Ｖｈとの関係を示した図である。
【図５】第１リスクレベル算出部Ｆ６１の作動を説明するための図である。
【図６】第２リスクレベル算出部Ｆ６２の作動を説明するための図である。
【図７】走行速度Ｖｈに応じて閾値Ｔ１を決定する場合の制御態様の一例を示した図であ
る。
【図８】第１リスクレベル、第２リスクレベル、報知レベルの対応関係の一例を示した図
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である。
【図９】報知レベルに応じた報知態様の一例を示した図である。
【図１０】運転支援ＥＣＵ１が実施する報知関連処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１１】図１０に示すフローチャートの続きを示した図である。
【図１２】第１想定構成の作動を説明するための図である。
【図１３】実施形態の構成による効果を説明するための図である。
【図１４】第２想定構成の作動を説明するための図である。
【図１５】実施形態の構成による効果を説明するための図である。
【図１６】変形例１の運転支援システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１７】変形例１の運転支援ＥＣＵ１の概略的な構成を示すブロック図である。
【図１８】デフォルト閾値と異常状態用閾値の一例を示した図である。
【図１９】報知レベル決定部Ｆ６が実施する報知レベル決定処理について説明するための
フローチャートである。
【図２０】変形例２の報知レベル決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【図２１】変形例４の報知レベル決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【図２２】変形例４の報知レベル決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【図２３】変形例４の報知レベル決定部Ｆ６の作動を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態の一例として、本発明が適用された運転支援システ
ム１００について図を用いて説明する。本実施形態の運転支援システム１００は、図１に
示すように、運転支援ＥＣＵ１、報知デバイス２、前方監視センサ３、狭域通信部４、車
両状態センサ５、及びロケータ６を備えている。ここでの報知デバイス２とは、音、光、
振動等を用いて運転席に着座している乗員（以降、ドライバ）に所定の情報を報知する装
置である。本実施形態の運転支援システム１００は報知デバイス２として、スピーカ２Ａ
、ディスプレイ２Ｂ、周辺視デバイス２Ｃ、及び触覚デバイス２Ｄを備えているものとす
る。なお、部材名称中のＥＣＵは、Electronic Control Unitの略であり、電子制御装置
を意味する。
【００１２】
　種々の報知デバイス２、前方監視センサ３、狭域通信部４、車両状態センサ５、及びロ
ケータ６のそれぞれは、車両内に構築された通信ネットワーク（以降、ＬＡＮ：Local Ar
ea Network）を介して、運転支援ＥＣＵ１と通信可能に接続されている。以降では当該運
転支援システム１００が搭載されている車両を自車両Ｈｖとも記載する。
【００１３】
　運転支援ＥＣＵ１は、先行車両Ｐｖとの衝突の危険性を逐次判定し、先行車両Ｐｖとの
衝突の可能性が所定のレベル以上であると判定した場合には、報知デバイス２と連携して
ドライバに先行車両Ｐｖとの衝突の危険性を報知する処理（以降、報知処理）を実施する
ＥＣＵである。運転支援ＥＣＵ１が請求項に記載の運転支援装置に相当する。
【００１４】
　この運転支援ＥＣＵ１は、コンピュータとして構成されている。すなわち、運転支援Ｅ
ＣＵ１は、種々の演算処理を実行するＣＰＵ１１、不揮発性のメモリであるフラッシュメ
モリ１２、揮発性のメモリであるＲＡＭ１３、Ｉ／Ｏ１４、及びこれらの構成を接続する
バスラインなどを備える。ＣＰＵ１１は例えばマイクロプロセッサ等を用いて実現されれ
ばよい。Ｉ／Ｏ１４は、運転支援ＥＣＵ１が外部装置（例えば前方監視センサ３）とデー
タの入出力をするためのインターフェースである。Ｉ／Ｏ１４は、ＩＣやデジタル回路素
子、アナログ回路素子などを用いて実現されればよい。
【００１５】
　フラッシュメモリ１２には、通常のコンピュータを運転支援ＥＣＵ１として機能させる
ためのプログラム（以降、運転支援プログラム）等が格納されている。なお、上述の運転
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支援プログラムは、フラッシュメモリ１２を含む非遷移的実体的記録媒体（non- transit
ory tangible storage medium）に格納されていればよい。ＣＰＵ１１が運転支援プログ
ラムを実行することは、運転支援プログラムに対応する方法が実行されることに相当する
。運転支援ＥＣＵ１は、ＣＰＵ１１が運転支援プログラムを実行することによって、種々
の機能を提供する。運転支援ＥＣＵ１が備える種々の機能については別途後述する。
【００１６】
　スピーカ２Ａは、運転支援ＥＣＵ１から入力された信号に基づいて音声や警報音を出力
する。なお、スピーカ２Ａは、超音波を使うことで鋭い指向性を実現するパラメトリック
・スピーカであっても良い。
【００１７】
　ディスプレイ２Ｂは、運転支援ＥＣＵ１から入力された画像を表示するデバイスである
。本実施形態では一例としてディスプレイ２Ｂは、インストゥルメントパネルの車幅方向
中央部（以降、中央領域）の最上部に設けられたディスプレイ（いわゆるセンターディス
プレイ）とする。ディスプレイ２Ｂは、フルカラー表示が可能なものであり、液晶ディス
プレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイ等を用いて実現することができる
。
【００１８】
　なお、他の態様としてディスプレイ２Ｂは、フロントガラスの運転席前方の一部分に虚
像を映し出すヘッドアップディスプレイであってもよい。また、ディスプレイ２Ｂは、イ
ンストゥルメントパネルにおいて運転席の正面に位置する領域に配置されたディスプレイ
（いわゆるメータディスプレイ）であってもよい。ディスプレイ２Ｂは、上述した位置以
外の位置に搭載されたディスプレイや、ドライバによって車室内に持ち込まれた情報処理
端末が備えるディスプレイであってもよい。
【００１９】
　周辺視デバイス２Ｃは、ＬＥＤ等を用いて実現されている発光装置である。周辺視デバ
イス２Ｃは、自車両Ｈｖの正面方向に目線を向けているドライバの周辺視野に入る位置に
配置されている。ここでの周辺視野とは、有効視野から外れた領域であって、且つ、視界
に入る領域を指す。有効視野は、目線が向いている方向を基準として、例えば垂直方向は
３０度以内、水平方向は２０度以内となる範囲を想定すればよい。車室内において自車両
Ｈｖの正面方向に目線を向けているドライバの周辺視野に入る部分とは、例えばインスト
ゥルメントパネルの上面部（以降、インパネ上面部）２００や、フロントピラーの車室内
側の表面部３００などである。
【００２０】
　本実施形態では一例として周辺視デバイス２Ｃは、図２に示すようにインパネ上面部２
００に、複数の発光素子を車幅方向に沿って並べることによって実現されている。周辺視
デバイス２Ｃを構成する複数の発光素子は、フロントガラスの下端部とインパネ上面部２
００との接続する部分に沿って配置されていてもよいし、インパネ上面部２００において
座席側の縁部に沿って配置されていてもよい。
【００２１】
　周辺視デバイス２Ｃは、運転支援ＥＣＵ１の指示に基づいて、複数の発光素子の一部又
は全部を発光させる。また、周辺視デバイス２Ｃは、運転支援ＥＣＵ１からの指示内容に
応じた位置の発光素子を所定の発光態様で発光させることにより、部分的な誘目スポット
Ｓｐｔを形成する。ここでの発光態様を構成する要素には、色や、輝度、点滅の有無、明
滅間隔などが含まれる。周辺視デバイス２Ｃが提供する誘目スポットＳｐｔ自体は、複数
の発光素子の一部を局所的に発光させることによって実現されるため、誘目スポットＳｐ
ｔの位置は幅方向に移動可能である。加えて周辺視デバイス２Ｃは、誘目スポットＳｐｔ
の発光色及び発光サイズを変更可能である。
【００２２】
　触覚デバイス２Ｄは、振動等を発生させることでドライバの触覚を刺激するデバイスで
ある。触覚デバイス２Ｄとしては、例えばステアリングホイールや、アクセルペダル、ブ
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レーキペダル、運転席、シートベルト等の、ドライバの体に接する部分に配置されたバイ
ブレータを採用することができる。
【００２３】
　本実施形態では一例として、触覚デバイス２Ｄは、アクセルペダルに配置されたバイブ
レータとする。触覚デバイス２Ｄは、運転支援ＥＣＵ１からの指示に基づき、指示された
振動態様で振動を発生させる。ここでの振動態様には、振動の強度や、振動の発生間隔な
どが含まれる。
【００２４】
　なお、触覚デバイス２Ｄは、振動に限らず、例えばドライバの手に押す力を与えたり、
非対称な振動を行うメカニズムを用いて牽引力を錯覚させたりするデバイスであってもよ
い。また、ここでの触覚には温覚も含まれる。つまり、触覚デバイス２Ｄは、熱を用いて
ドライバの触覚を刺激するものであってもよい。熱を伝える媒体は、ステアリングホイー
ル等であってもよいし、空調装置から吹き出す空気などであってもよい。
【００２５】
　前方監視センサ３は、自車両Ｈｖ前方の他車両や走行環境についての情報を収集する装
置である。前方監視センサ３としては、例えば、車両前方の所定範囲を撮像する前方監視
カメラ、車両前方の所定範囲に探査波を送信するミリ波レーダ，ＬＩＤＡＲ（Light Dete
ction and Ranging/Laser Imaging Detection and Ranging）、ソナー等を採用すること
ができる。
【００２６】
　本実施形態では運転支援システム１００は前方監視センサ３として、車両前方を撮像す
るように搭載された前方監視カメラと、車両前方を検出エリアとするミリ波レーダ（以降
、前方レーダ）と、を備えるものとする。前方監視センサ３としての前方監視カメラは、
撮像画像を運転支援ＥＣＵ１へ逐次出力する。
【００２７】
　前方監視センサ３としての前方レーダは、探査波を送受信することによって自車両Ｈｖ
の前を走行する他車両（つまり先行車両Ｐｖ）を検出するとともに、先行車両Ｐｖを検出
している場合には、当該先行車両Ｐｖと自車両Ｈｖとの車間距離及び相対速度Ｖｒを逐次
検出する。先行車両には原動機付き自転車や、オートバイ、自転車も含まれる。先行車両
Ｐｖとの車間距離や相対速度Ｖｒを示すデータは検出結果データとして運転支援ＥＣＵ１
に逐次提供される。
【００２８】
　なお、ここでの相対速度Ｖｒは、一例として先行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対的
な速度を表すものとする。つまり、先行車両Ｐｖの走行速度をＶｐ、自車両Ｈｖの走行速
度をＶｈとすると、相対速度Ｖｒ＝Ｖｐ－Ｖｈで表現される。故に、先行車両Ｐｖの走行
速度Ｖｐよりも自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈが大きく、自車両Ｈｖが先行車両Ｐｖに接近し
ている場合には、相対速度Ｖｒは正の値をとる。また、先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐより
も自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈが小さく、自車両Ｈｖが先行車両Ｐｖと離れていっている場
合には、相対速度Ｖｒは負の値をとる。もちろん他の態様として相対速度Ｖｒは、自車両
Ｈｖに対する先行車両Ｐｖの相対的な速度を表すものであってもよい。
【００２９】
　狭域通信部４は、所定の周波数帯の電波を用いて車両Ｈｖの周辺に存在する他車両と直
接的な（換言すれば広域通信網を介さない）無線通信を実施するための通信モジュールで
ある。つまり狭域通信部４は、車車間通信を実施するための通信モジュールである。車車
間通信に用いられる周波数帯は、たとえば、７６０ＭＨｚ帯である。その他、２．４ＧＨ
ｚ、５．９ＧＨｚ帯などを用いることもできる。車車間通信を実現するための通信規格は
任意のものを採用することができる。たとえば、ＩＥＥＥ１６０９等にて開示されている
ＷＡＶＥ（Wireless Access in Vehicular Environment）の規格を採用することができる
。
【００３０】
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　狭域通信部４は、他車両から送信される車両情報パケットを受信すると、当該車両情報
パケットに示されるデータを運転支援ＥＣＵ１に提供する。ここでの車両情報パケットと
は、その車両情報パケットを送信した車両（つまり送信元車両）の車両情報を示す通信パ
ケットである。車両情報には、送信元車両の現在位置、進行方向、走行速度、加速度など
が含まれる。車両情報パケットには、車両情報のほかに、当該通信パケットの送信時刻や
、送信元情報などの情報を含む。送信元情報とは、送信元に相当する車両に割り当てられ
ている識別番号（いわゆる車両ＩＤ）である。つまり、狭域通信部４は、他車両から随時
送信される車両情報パケットに示されている他車両の車両情報（以降、他車両情報）を運
転支援ＥＣＵ１に逐次提供する。
【００３１】
　なお、本実施形態では運転支援ＥＣＵ１は、他車両の車両情報を、広域通信網を介さな
い通信によって取得するように構成されているものとするが、これに限らない。他の態様
として運転支援ＥＣＵ１は、広域通信網を介して他車両の車両情報を取得するように構成
されていても良い。
【００３２】
　車両状態センサ５は、自車両Ｈｖの走行制御に関わる状態量を検出するセンサである。
車両状態センサ５とは例えば、車速センサ、加速度センサ、シフトポジションセンサ、舵
角センサ、アクセルセンサ、ブレーキセンサなどである。車速センサは、自車両Ｈｖの走
行速度Ｖｈを検出するセンサであり、加速度センサは車両前後方向に作用する加速度や車
幅方向に作用する加速度を検出するセンサである。シフトポジションセンサは、シフトレ
バーのポジションを検出するセンサである。舵角センサは、ステアリングホイールの回転
角（いわゆる操舵角）を検出するセンサであって、ドライバの操舵量を検出するセンサと
して機能する。ブレーキセンサは、ブレーキペダルの位置、換言すれば、ドライバによっ
てブレーキペダルが踏み込まれている量（以降、ブレーキ踏込量）を検出するセンサであ
る。アクセルセンサは、アクセルペダルの位置、換言すれば、アクセルペダルがドライバ
によって踏み込まれている量（以降、アクセル踏込量）を検出するセンサである。
【００３３】
　各センサは、検出対象とする物理状態量の現在の値（つまり検出結果）を示すデータを
運転支援ＥＣＵ１に逐次提供する。なお、車両状態センサ５として運転支援システム１０
０が備えるべきセンサの種類は適宜設計されればよく、上述した全てのセンサを備えてい
る必要はない。
【００３４】
　ロケータ６は、車両の現在位置を測位する装置である。ロケータ６は、例えばＧＮＳＳ
受信機、慣性センサ、地図データベース（以下、ＤＢ）を用いて実現されている。ＧＮＳ
Ｓ受信機は、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）を構成する測位衛星から
送信される航法信号を受信することで、当該ＧＮＳＳ受信機の現在位置を逐次（例えば１
００ミリ秒毎に）検出するデバイスである。慣性センサは、例えば３軸ジャイロセンサ及
び３軸加速度センサである。地図ＤＢは、道路の接続関係等を示す地図データを記憶して
いる不揮発性メモリである。
【００３５】
　ロケータ６は、ＧＮＳＳ受信機の測位結果、慣性センサでの計測結果、及び、地図デー
タを組み合わせることにより、自車両Ｈｖの現在位置を逐次特定する。そして、その特定
した現在位置を示す車両位置データを運転支援ＥＣＵ１に逐次提供する。自車両Ｈｖの現
在位置は、例えば緯度、経度、高度によって表現されれば良い。また、ロケータ６は、地
図ＤＢから現在位置を基準として定まる所定範囲の地図データを読み出し、運転支援ＥＣ
Ｕ１に提供する。なお、地図データは、外部サーバ等から広域通信網を介して取得する構
成としてもよい。
【００３６】
　＜運転支援ＥＣＵ１の機能について＞
　運転支援ＥＣＵ１は、ＣＰＵ１１が上述の運転支援プログラムを実行することによって
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、図３に示す種々の機能ブロックに対応する機能を提供する。すなわち、運転支援ＥＣＵ
１は機能ブロックとして、環境認識部Ｆ１、車両状態認識部Ｆ２、安全車間距離算出部Ｆ
３、接近度算出部Ｆ４、ＴＴＣ算出部Ｆ５、報知レベル決定部Ｆ６、及び報知処理部Ｆ７
を備える。
【００３７】
　なお、運転支援ＥＣＵ１が備える機能ブロックの一部又は全部は、論理回路等を用いた
ハードウェアとして実現されていてもよい。ハードウェアとして実現される態様には１つ
又は複数のＩＣを用いて実現される態様も含まれる。また、運転支援ＥＣＵ１が備える機
能ブロックの一部又は全部は、ＣＰＵ１１によるソフトウェアの実行とハードウェア部材
の組み合わせによって実現されていてもよい。
【００３８】
　環境認識部Ｆ１は、先行車両Ｐｖの挙動や、天候、路面状態、外部の明るさの外部環境
について情報を逐次取得する構成である。具体的には、環境認識部Ｆ１は前方監視センサ
３の検出結果に基づいて、先行車両Ｐｖとの車間距離、相対速度Ｖｒ、及び走行速度Ｖｐ
を特定する。環境認識部Ｆ１が請求項に記載の車間距離取得部に相当する。
【００３９】
　先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐは、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈと先行車両Ｐｖの自車両Ｈ
ｖに対する相対速度Ｖｒから算出すればよい。なお、他の態様として、先行車両Ｐｖの走
行速度Ｖｐは、狭域通信部４が受信している車両情報パケットのうち、先行車両Ｐｖから
送信された車両情報パケットを参照することで特定しても良い。車々間通信を実施してい
る他車両と、先行車両Ｐｖとの対応付けは、例えば自車両Ｈｖに対する相対位置の時間変
化を用いる方法など、周知の方法によって実施されれば良い。
【００４０】
　環境認識部Ｆ１は、先行車両Ｐｖとの車間距離や、先行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの
相対速度Ｖｒ、先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐを示すデータは、先行車両データとしてＲＡ
Ｍ１３等に保存する。環境認識部Ｆ１は、所定の時間間隔で（例えば１００ミリ秒毎に）
前方監視センサ３の検出結果を取得し、先行車両データを生成して保存する。生成時点が
異なる複数の先行車両データは、例えば、最新の先行車両データが先頭となるように時系
列順にソートされてＲＡＭ１３に保存されれば良い。また、保存されてから一定時間経過
した先行車両データは順次破棄されていけば良い。
【００４１】
　また、環境認識部Ｆ１は、前方監視センサ３としての前方監視カメラの撮像画像を解析
することによって、路面が濡れているか、積雪しているか、舗装道路であるか否かなどと
いった、路面状態も特定する。なお、路面が濡れているかといった天候に由来する路面状
態はレインセンサの検出結果から推定しても良いし、ワイパーの作動状態から推定しても
よい。また、図示しないセンタから配信される天候情報を受信することによって特定して
も良い。天候情報は、上述のレインセンサの検出結果やワイパーの作動状態から推定され
れば良い。もちろん、センタから配信される天候情報を受信することで、天候情報を取得
してもよい。外部の明るさは図示しない照度センサの検出結果や、前方監視カメラの撮像
画像から特定することができる。
【００４２】
　その他、本実施形態の環境認識部Ｆ１は、ロケータ６から自車両Ｈｖの現在位置を示す
車両位置データ、及び、自車両Ｈｖ周辺の地図データを取得する。また、狭域通信部４か
ら提供される他車両情報を取得して、車両毎に区別してＲＡＭ１３に保存していく。或る
他車両についての取得時点が異なる複数の他車両情報は、例えば、最新の他車両情報が先
頭となるように時系列順にソートされて保存されれば良い。また、保存されてから一定時
間経過した他車両情報は順次破棄されていけば良い。
【００４３】
　車両状態認識部Ｆ２は、車両状態センサ５から入力される信号に基づいて、自車両Ｈｖ
の状態を逐次特定する。例えば、車両状態認識部Ｆ２は、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈや、
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操舵角、アクセル踏込量、ブレーキ踏込量、方向指示器の動作状態、自車両Ｈｖに作用し
ている加速度等を逐次特定する。自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈ等を示すデータは、自車両デ
ータとしてＲＡＭ１３等に保存する。生成時点が異なる複数の自車両データは、例えば、
最新の自車両データが先頭となるように時系列順にソートされてＲＡＭ１３に保存されれ
ば良い。また、保存されてから一定時間経過した自車両データは順次破棄されていけば良
い。
【００４４】
　安全車間距離算出部Ｆ３は、自車両Ｈｖの現在の走行速度に対応する所定の安全車間距
離Ｌｓを算出する構成である。安全車間距離Ｌｓは、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈに応じた
適切な先行車両Ｐｖとの車間距離を表すパラメータである。走行速度Ｖｈ毎の安全車間距
離Ｌｓは、設計者等によって適宜設計されるものである。安全車間距離Ｌｓは図４に例示
するように、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈが大きいほど大きい値となるように設計されてい
る。走行速度と安全車間距離Ｌｓとの対応関係を示すデータは、予め設計されてフラッシ
ュメモリ１２に保存されていれば良い。
【００４５】
　なお、図４では、安全車間距離Ｌｓが走行速度に応じて曲線的に増加する態様を例示し
ているがこれに限らない。安全車間距離Ｌｓは、走行速度Ｖｈが大きくなるにつれて、直
線的又は階段状に増加するように設定されていてもよい。
【００４６】
　また、安全車間距離Ｌｓは、車室外の明るさや、天候などのその他の走行環境が悪化す
るほど大きな値に設定されるように設定されていても良い。つまり、安全車間距離Ｌｓは
、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈ以外にも、時間帯（例えば昼／夜）、天候などのその他の走
行環境から決定されるように設定されていても良い。ただし、安全車間距離Ｌｓは先行車
両Ｐｖの走行速度Ｖｐに依存せずに（換言すれば使用せずに）定まるパラメータとする。
先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐに依存せずに定まるパラメータとは、先行車両Ｐｖに対する
自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒに依存せずに定まるパラメータに相当する。
【００４７】
　接近度算出部Ｆ４は、先行車両Ｐｖが存在する場合、安全車間距離Ｌｓを、環境認識部
Ｆ１が取得している先行車両Ｐｖとの実際の車間距離（以降、実車間距離）Ｌで除算する
ことにより、接近度Ｄを算出する。接近度Ｄは、先行車両Ｐｖと自車両Ｈｖとの車間距離
が十分に確保されているか否かを示すパラメータである。当然、先行車両Ｐｖと自車両Ｈ
ｖとの車間距離が不十分である状態は相対的に先行車両Ｐｖに自車両Ｈｖが追突する危険
度合いが高い状態に相当する。故に、接近度Ｄは、先行車両Ｐｖに自車両Ｈｖが追突する
危険度合いを表すパラメータとして機能する。
【００４８】
　接近度Ｄは、安全車間距離Ｌｓに対して実車間距離Ｌが短いほど大きい値となる。つま
り、接近度Ｄが高いほど、先行車両Ｐｖに自車両Ｈｖが追突する危険度合いが高いことを
意味する。なお、実車間距離Ｌが安全車間距離Ｌｓと一致している場合には接近度Ｄは１
となる。接近度算出部Ｆ４が算出した接近度Ｄは、報知レベル決定部Ｆ６に逐次提供され
る。接近度算出部Ｆ４が請求項に記載の第１指標値算出部に相当し、接近度Ｄが請求項に
記載の第１リスク指標値に相当する。
【００４９】
　ＴＴＣ算出部Ｆ５は、先行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒが正の値となっ
ている場合（つまり自車両Ｈｖが先行車両Ｐｖに接近している場合）、自車両Ｈｖが先行
車両Ｐｖと衝突するまでの残り時間である衝突余裕時間（以降、ＴＴＣ：Time-To-Collis
ion）を逐次算出する。ＴＴＣの算出アルゴリズムは周知のものを援用することができる
。例えば、実車間距離Ｌを、先行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒで除算した
値とすればよい。ＴＴＣ算出部Ｆ５の算出結果は報知レベル決定部Ｆ６に逐次提供される
。当然、ＴＴＣが正の値となっている場合には、その値が大きいほど、先行車両Ｐｖに自
車両Ｈｖが追突する危険度合いが小さいことを意味する。
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【００５０】
　なお、先行車両Ｐｖが存在しない場合や、相対速度Ｖｒが負の値である場合には、ＴＴ
Ｃの算出自体を停止してもよいし、ＴＴＣとしてプログラム上設定可能な値の最大値（以
降、ＭＡＸ値）が設定されてもよい。相対速度Ｖｒが負の値となっている場合とは、先行
車両Ｐｖと自車両Ｈｖとが離れていっている場合に相当する。ここでは一例として、先行
車両Ｐｖが存在しない場合や相対速度Ｖｒが負の値である場合には、ＴＴＣにはＭＡＸ値
が設定されるものとする。ＭＡＸ値は、便宜的に無限大を表す値として機能する。相対速
度Ｖｒが０のときもまた、ＴＴＣにはＭＡＸ値が設定されるものとする。ＴＴＣ算出部Ｆ
５が請求項に記載の第２指標値算出部に相当し、ＴＴＣが請求項に記載の第２リスク指標
値に相当する。
【００５１】
　報知レベル決定部Ｆ６は、接近度算出部Ｆ４が算出する接近度Ｄと、ＴＴＣ算出部Ｆ５
が算出したＴＴＣとに基づいてドライバに先行車両Ｐｖとの衝突の危険性を訴えかける強
さを示す報知レベルを決定する構成である。報知レベル決定部Ｆ６は、報知レベルを決定
するためのより細かい構成要素（換言すればサブ機能）として第１リスクレベル算出部Ｆ
６１と、第２リスクレベル算出部Ｆ６２とを備える。
【００５２】
　第１リスクレベル算出部Ｆ６１は、接近度算出部Ｆ４が算出する接近度Ｄに基づいて、
自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈや路面状態といった、先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐ以外の要素
を要因とする第１リスクレベルを算出する。本実施形態では一例として第１リスクレベル
算出部Ｆ６１は、第１リスクレベルを１～４までの４段階で判定する。レベル１は最も第
１リスクレベルが低い状態であって、先行車両Ｐｖとの衝突の危険性がほとんどない（換
言すれば十分に小さい）状態に相当する。レベル４は最も第１リスクレベルが高い状態で
あって、ドライバに注意を促すべき状態に相当する。
【００５３】
　第１リスクレベル算出部Ｆ６１は、図５に示すように接近度Ｄの値が大きいほど第１リ
スクレベルを高く判定する。具体的には、接近度Ｄが所定の閾値Ｄ１未満である場合には
レベル１と判定し、接近度Ｄが閾値Ｄ１以上、かつ、閾値Ｄ２未満である場合にはレベル
２と判定する。また、接近度Ｄが閾値Ｄ２以上、かつ、閾値Ｄ３未満である場合にはレベ
ル３と判定する。そして、接近度Ｄが閾値Ｄ３以上である場合にはレベル４と判定する。
【００５４】
　閾値Ｄ１は適宜設計されればよく、ここでは１．０とする。閾値Ｄ２は閾値Ｄ１よりも
大きい範囲において適宜設計されればよく、ここでは一例として１．５に設定されている
。閾値Ｄ３は閾値Ｄ２よりも大きい範囲において適宜設計されればよく、ここでは一例と
して２．０に設定されている。
【００５５】
　第２リスクレベル算出部Ｆ６２は、ＴＴＣ算出部Ｆ５が算出するＴＴＣに基づいて、先
行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒを要因とする第２リスクレベルを算出する
。本実施形態では一例として第２リスクレベル算出部Ｆ６２は、第２リスクレベルをレベ
ル１～３までの３段階で判定する。レベル１は最も第２リスクレベルが低い状態である。
レベル１は、仮に現在の相対速度Ｖｒが維持される場合には先行車両Ｐｖとの衝突の危険
性がほとんどない（換言すれば十分に小さい）状態に相当する。レベル３は最も第２リス
クレベルが高い状態であって、ドライバに注意を促すべき状態に相当する。
【００５６】
　第２リスクレベル算出部Ｆ６２は、図６に示すようにＴＴＣの値が小さいほど第２リス
クレベルを高く判定する。具体的には、ＴＴＣが所定の閾値Ｔ１以上である場合にはレベ
ル１と判定し、ＴＴＣが閾値Ｔ１未満であって、かつ、閾値Ｔ２以上である場合にはレベ
ル２と判定する。また、ＴＴＣが閾値Ｔ２未満である場合にはレベル３と判定する。
【００５７】
　閾値Ｔ１の具体的な値は種々の試験に基づき適宜設定されればよく、ここでは１４秒と



(12) JP 6597690 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

する。なお、この閾値Ｔ１を１４秒に設定する構成は、ドライバは先行車両Ｐｖの視覚的
な大きさの増加率によって先行車両Ｐｖへの接近を知覚するといった性質を考慮しての構
成である。ＴＴＣが１４秒以上となる領域では、ドライバは先行車両Ｐｖの大きさの変化
を知覚しづらく、それに伴い先行車両Ｐｖに接近していることを知覚しづらい。ＴＴＣが
１４秒以上となる領域は、警報を出力しても警報の意味をドライバに理解されにくく、逆
にドライバに煩わしさを与えてしまう恐れがある領域に相当する。このようなドライバの
性質を鑑みると、ＴＴＣが１４秒以上の場合は、衝突のリスクがほとんどない状態（つま
りレベル１）であると判定することが好ましい。
【００５８】
　閾値Ｔ２は閾値Ｔ１よりも小さい範囲において適宜設計されればよく、ここでは一例と
して、５秒に設定されている。なお、閾値Ｔ２は、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈに応じて動
的に決定されても良い。例えば図７に示すように、走行速度が大きいほど閾値Ｔ２の値も
大きくなるように設定されていても良い。ただし、閾値Ｔ２が閾値Ｔ１を超過しないよう
に、閾値Ｔ２には上限値が設定されているものとする。閾値Ｔ２の上限値は、閾値Ｔ１よ
りも小さい範囲において適宜設計されれば良い。図７では閾値Ｔ２の上限値が１０秒に設
定されている態様を示している。図７中のＶｘは、閾値Ｔ２が上限値に達する時の走行速
度を示している。Ｖｘは例えば１００ｋｍ／ｈなどとすればよい。
【００５９】
　報知レベル決定部Ｆ６は、以上のようにして第１リスクレベル算出部Ｆ６１が算出する
第１リスクレベル、及び、第２リスクレベル算出部Ｆ６２が算出する第２リスクレベルに
基づいて、報知レベルを逐次決定する。ここでは一例として報知レベル決定部Ｆ６は、報
知処理を実施しないレベルを含むように、報知レベルをレベル０～３の４段階（つまり複
数段階）で判定する。
【００６０】
　レベル０は、報知処理を実施しないレベルである。レベル１は、先行車両Ｐｖとの車間
距離がやや短いことを、ドライバに煩わしさを与えない程度の強さで報知するレベルであ
る。レベル２は、先行車両Ｐｖとの衝突に注意することをレベル１よりも強くドライバに
訴えかけるレベルである。レベル２は、仮にドライバが脇見や低覚醒状態であっても車両
前方に視線を向けるように促すことを目的とするレベルである。レベル３は、先行車両Ｐ
ｖとの衝突に注意することをレベル２よりもさらに強くドライバに訴えかけるレベルであ
る。レベル３は、先行車両Ｐｖとの衝突の危険性をドライバに確実に伝えることを目的と
するレベルである。各報知レベルでの報知態様の詳細については別途後述する。
【００６１】
　報知レベル決定部Ｆ６は、例えば、図８に示すような、第１リスクレベルと第２リスク
レベルと報知レベルとの対応関係を示したデータを用いて、報知レベルを決定する。図８
に示すように報知レベル決定部Ｆ６は、第１リスクレベルが高いほど、また、第２リスク
レベルが高いほど、報知レベルを高く判定する。この報知レベル決定部Ｆ６の作動につい
ては別途後述する。
【００６２】
　報知処理部Ｆ７は、報知レベル決定部Ｆ６によって決定された報知レベルに応じた報知
態様で、先行車両Ｐｖとの衝突の危険性をドライバに報知する処理（つまり報知処理）を
実施する構成である。
【００６３】
　例えば報知処理部Ｆ７は、報知レベルが１に設定されている場合、ディスプレイ２Ｂに
先行車両Ｐｖとの車間距離について注意を促す画像（以降、注意画像）を表示させるとと
もに、周辺視デバイス２Ｃを所定の目標輝度となるまで徐々に点灯させる。このとき、周
辺視デバイス２Ｃの最終的な輝度は、ドライバに煩わしさを与えない程度の輝度とする。
つまり、報知レベルが１の場合、報知処理部Ｆ７は周辺視デバイス２Ｃをぼんやりと点灯
させる。発光色は、黄色みがかった緑や、黄色、オレンジなど、ドライバに弱く注意を促
す色味とすればよい。
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【００６４】
　また、報知処理部Ｆ７は、報知レベルが２に設定されている場合、ディスプレイ２Ｂに
注意画像を表示しつつ、スピーカ２Ａから警報音を出力させる。なお、報知レベルが２の
場合に出力させる警報音は、後述する報知レベルが３の場合に出力される警報音よりも相
対的に低い音に設定されている。音の長さや、繰り返し間隔も相対的に長い値に設定され
ている。音圧も相対的に小さい値に設定されている。
【００６５】
　報知レベルが２に設定されている場合、報知処理部Ｆ７は周辺視デバイス２Ｃを相対的
に長い間隔で（換言すればゆっくりと）点滅させる。発光色は、報知レベルが１のときと
同じか、報知レベルが１のときよりも赤みがかった色合いとすればよい。さらに、報知レ
ベルが２に設定されている場合、報知処理部Ｆ７は触覚デバイス２Ｄを相対的に弱い振動
パターンで振動させる。
【００６６】
　報知レベルが３に設定されている場合、報知処理部Ｆ７は、ディスプレイ２Ｂに所定の
警告画像を表示する。警告画像は、先行車両Ｐｖとの車間距離について強く注意を促す（
つまり警告する）画像であって、注意画像よりもドライバに危機感を与えることが期待で
きる画像とする。例えば、注意画像の背景色が黄色である場合には、警告画像の背景色を
赤色にした画像とすればよい。また、報知レベルが３に設定されている場合、報知処理部
Ｆ７は、スピーカ２Ａから警報音を出力させる。なお、報知レベルが３の場合に出力させ
る警報音は、報知レベルが２の場合に出力される警報音よりも相対的に高い音に設定され
ている。音の長さや、繰り返し間隔も相対的に短い値に設定されている。音圧も相対的に
強い値に設定されている。
【００６７】
　さらに、報知レベルが３に設定されている場合、報知処理部Ｆ７は周辺視デバイス２Ｃ
を相対的に短い間隔で（換言すれば速く）点滅させる。発光色は、報知レベルが２のとき
よりも赤みがかった色合い（例えば赤色）とすればよい。さらに、報知レベルが３に設定
されている場合、報知処理部Ｆ７は触覚デバイス２Ｄを相対的に強い振動パターンで振動
させる。
【００６８】
　図９は上述した報知レベル毎の各報知デバイスの作動の態様（換言すれば報知態様）を
まとめた図である。図９に示す報知レベル毎の報知態様は一例であって、適宜変更するこ
とができる。ただし、報知レベルが高いほど、先行車両Ｐｖとの車間距離が短いこと、換
言すれば、衝突の危険性が高まっていることを、ドライバに強く訴えかける態様に設定さ
れるものとする。所定の情報をドライバに強く訴えかけるということは、ドライバに与え
る視覚的、触覚的、聴覚的な刺激を強めることに相当する。
【００６９】
　＜報知関連処理＞
　次に、図１０、図１１に示すフローチャートを用いて運転支援ＥＣＵ１が実施する報知
関連処理について説明する。報知関連処理は、報知レベルに応じた態様の報知処理を開始
したり、事項中の報知処理を解除（換言すれば停止）したりするための処理である。図１
０、図１１に示すフローチャートは、自車両Ｈｖの走行用電源（例えばイグニッション電
源）がオンとなっている間、逐次（例えば１００ミリ秒毎に）に実行されれば良い。
【００７０】
　まずステップＳ１０１では報知レベル決定部Ｆ６が、先行車両Ｐｖが存在するか否かを
判定する。先行車両Ｐｖが存在するか否かは、前方監視センサ３の検出結果に基づいて判
定される。先行車両Ｐｖが存在する場合にはステップＳ１０１が肯定判定されてステップ
Ｓ１０２に移る。一方、先行車両Ｐｖが存在しない場合にはステップＳ１０１が否定判定
されてステップＳ１０８に移る。
【００７１】
　ステップＳ１０２では、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈや、実車間距離Ｌ、先行車両Ｐｖに
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対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒといった、接近度ＤやＴＴＣを算出する上で必要なデー
タをＲＡＭ１３から読み出してステップＳ１０３に移る。
【００７２】
　ステップＳ１０３では安全車間距離算出部Ｆ３が、自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈに応じた
安全車間距離Ｌｓを算出してステップＳ１０４に移る。ステップＳ１０４では接近度算出
部Ｆ４が、ステップＳ１０３で算出された安全車間距離Ｌｓを、実車間距離Ｌで除算する
ことにより、接近度Ｄを算出してステップＳ１０５に移る。ステップＳ１０５ではＴＴＣ
算出部Ｆ５が、実車間距離Ｌを、先行車両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒで除算
することによりＴＴＣを算出してステップＳ１０６に移る。
【００７３】
　ステップＳ１０６では第１リスクレベル算出部Ｆ６１が、ステップＳ１０４で算出され
た接近度Ｄに基づいて現在の第１リスクレベルを算出する。また、第２リスクレベル算出
部Ｆ６２が、ステップＳ１０５で算出されたＴＴＣに基づいて現在の第２リスクレベルを
算出する。これらの演算処理が完了するとステップＳ１０７に移る。
【００７４】
　ステップＳ１０７では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第１リスクレベルが１であるか
否かを判定する。第１リスクレベルが１である場合にはステップＳ１０７が肯定判定され
てステップＳ１０８に移る。一方、第１リスクレベルが１ではない場合にはステップＳ１
０７が否定判定されてステップＳ１０９に移る。ステップＳ１０８では報知レベル決定部
Ｆ６が報知レベルを０に設定してステップＳ１２６に移る。
【００７５】
　ステップＳ１０９では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第１リスクレベルが２であるか
否かを判定する。第１リスクレベルが２である場合にはステップＳ１０９が肯定判定され
てステップＳ１１０に移る。一方、第１リスクレベルが２ではない場合にはステップＳ１
０９が否定判定されてステップＳ１１５に移る。
【００７６】
　ステップＳ１１０では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが１であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが１である場合にはステップＳ１１０が肯定判定され
てステップＳ１１１に移る。一方、第２リスクレベルが１ではない場合にはステップＳ１
１０が否定判定されてステップＳ１１２に移る。ステップＳ１１１では報知レベル決定部
Ｆ６が、報知レベルを０に設定してステップＳ１２６に移る。
【００７７】
　ステップＳ１１２では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが２であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが２である場合にはステップＳ１１２が肯定判定され
てステップＳ１１３に移る。一方、第２リスクレベルが２ではない場合、すなわち第２リ
スクレベルが３である場合には、ステップＳ１１２が否定判定されてステップＳ１１４に
移る。ステップＳ１１３では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを１に設定してステッ
プＳ１２６に移る。ステップＳ１１４では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを２に設
定してステップＳ１２６に移る。
【００７８】
　ステップＳ１１５では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第１リスクレベルが３であるか
否かを判定する。第１リスクレベルが３である場合にはステップＳ１１５が肯定判定され
てステップＳ１１６に移る。一方、第１リスクレベルが３ではない場合、すなわち第１リ
スクレベルが４である場合にはステップＳ１１５が否定判定されてステップＳ１２１に移
る。
【００７９】
　ステップＳ１１６では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが１であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが１である場合にはステップＳ１１６が肯定判定され
てステップＳ１１７に移る。一方、第２リスクレベルが１ではない場合にはステップＳ１
１６が否定判定されてステップＳ１１８に移る。ステップＳ１１７では報知レベル決定部
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Ｆ６が、報知レベルを１に設定してステップＳ１２６に移る。
【００８０】
　ステップＳ１１８では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが２であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが２である場合にはステップＳ１１８が肯定判定され
てステップＳ１１９に移る。一方、第２リスクレベルが２ではない場合、すなわち第２リ
スクレベルが３である場合には、ステップＳ１１９が否定判定されてステップＳ１２０に
移る。ステップＳ１１９では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを１に設定してステッ
プＳ１２６に移る。ステップＳ１２０では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを２に設
定してステップＳ１２６に移る。
【００８１】
　ステップＳ１２１では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが１であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが１である場合にはステップＳ１２１が肯定判定され
てステップＳ１２２に移る。一方、第２リスクレベルが１ではない場合にはステップＳ１
２１が否定判定されてステップＳ１２３に移る。ステップＳ１２２では報知レベル決定部
Ｆ６が、報知レベルを１に設定してステップＳ１２６に移る。
【００８２】
　ステップＳ１２３では報知レベル決定部Ｆ６が、現在の第２リスクレベルが２であるか
否かを判定する。第２リスクレベルが２である場合にはステップＳ１２３が肯定判定され
てステップＳ１２４に移る。一方、第２リスクレベルが２ではない場合、すなわち第２リ
スクレベルが３である場合には、ステップＳ１２３が否定判定されてステップＳ１２５に
移る。ステップＳ１２４では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを２に設定してステッ
プＳ１２６に移る。ステップＳ１２５では報知レベル決定部Ｆ６が、報知レベルを３に設
定してステップＳ１２６に移る。
【００８３】
　ステップＳ１２６では報知処理部Ｆ７が、以上の処理で決定された報知レベルが１以上
であるか否かを判定する。報知レベルが１以上である場合にはステップＳ１２６が肯定判
定されてステップＳ１２７に移る。一方、報知レベルが０である場合にはステップＳ１２
６が否定判定されてステップＳ１２８に移る。なお、報知レベルが１以上である場合とは
報知処理を実施する必要がある場合に相当し、報知レベルが０である場合とは報知処理を
実施する必要がない場合に相当する。つまり、このステップＳ１２６の処理は、報知処理
を開始／継続する必要があるか否かを判定する処理に相当する。
【００８４】
　ステップＳ１２７では報知処理部Ｆ７が、現在の報知レベルに応じた報知態様で報知処
理を実施する。例えば本フロー開始時点で既に報知処理を実施している場合であって、か
つ、前回の報知関連処理で決定された報知レベルと、今回の報知関連処理で決定された報
知レベルが異なる場合には、報知態様を今回決定された報知レベルに変更する。また、本
フロー開始時点で報知処理を実施しておらず、且つ、今回の報知関連処理で決定された報
知レベルが１以上である場合には、今回決定された報知レベルに応じた態様での報知処理
を開始する。
【００８５】
　なお、本フロー開始時点で既に報知処理を実施している場合であって、かつ、前回の報
知関連処理で決定された報知レベルと、今回の報知関連処理で決定された報知処理が同じ
である場合には、本フロー開始以前に行っていた態様での報知処理が継続して実施すれば
よい。
【００８６】
　ステップＳ１２８では報知処理部Ｆ７が報知処理を停止する。なお、本フロー開始時点
で報知処理を実施していない場合には、報知処理を実行していない状態を継続すればよい
。
【００８７】
　＜実施形態のまとめ＞
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　上述した実施形態では、報知処理の態様を定める報知レベルは、第１リスクレベルと第
２リスクレベルの２つのパラメータによって定まる。第１リスクレベルは、先行車両Ｐｖ
の走行速度Ｖｐを用いずに算出される接近度Ｄに応じて決定される。そのため、第１リス
クレベルは、先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐを用いずに算出されるパラメータである。
【００８８】
　一方、第２リスクレベルは、ＴＴＣに応じて決定される。ＴＴＣは、先行車両Ｐｖに対
する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒに基づいて算出されるため、第２リスクレベルは、先行車
両Ｐｖに対する自車両Ｈｖの相対速度Ｖｒ、すなわち先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐを用い
て算出されるパラメータである。つまり、本実施形態の構成によれば、報知レベルは、先
行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐを用いずに算出される第１リスクレベルと、先行車両Ｐｖの走
行速度Ｖｐを用いて算出される第２リスクレベルの双方を用いて決定される。
【００８９】
　このような構成において、ドライバが減速操作をすれば、先行車両Ｐｖに対する自車両
Ｈｖの相対速度Ｖｒは小さくなる。第２リスクレベルは、相対速度Ｖｒに応じて決定され
るパラメータであるため、ドライバが減速操作を実施した場合には、当該減速操作に呼応
して第２リスクレベルも小さくなる。
【００９０】
　報知レベルは、上述の通り、第２リスクレベルによっても決定されるため、第２リスク
レベルが低下すれば報知レベルも低下しうる。当然、報知レベルが低下した場合には報知
処理の報知態様は相対的に弱い態様へと変化したり、報知処理自体が停止したりする。故
に、車間距離がまだあまり変化していない状況においても、ドライバの減速操作に基づい
て報知態様が変化しうるため、同じ報知態様での報知が実施され続けることによってドラ
イバに煩わしさを与えてしまう恐れを低減できる。
【００９１】
　また、先行車両Ｐｖが急に減速した場合には、車間距離がまだ大きく変化していない時
点においても、相対速度Ｖｒの増加に伴って第２リスクレベルが大きくなり、報知レベル
が上がりうる。当然、報知レベルが上がれば、報知処理の報知態様も相対的に強い報知態
様へと変化する。故に、上記構成によればドライバが先行車両Ｐｖの急制動に気づくのが
遅れてしまう可能性も低減できる。すなわち、上記構成によれば、より適切な報知態様で
ドライバにリスクを報知することができる。
【００９２】
　ところで、先行車両Ｐｖとの衝突のリスクを報知する他の構成としては、ＴＴＣのみに
基づいて報知レベルを決定する構成（以降、第１想定構成）も想定される。しかしながら
、図１２に示すように実車間距離Ｌが非常に小さい場合であっても、相対速度Ｖｒが十分
に小さい場合にはＴＴＣは相対的に大きい値となってしまう。ＴＴＣが大きくても実車間
距離Ｌが短いと、次の瞬間に先行車両Ｐｖが急制動した場合にドライバが先行車両Ｐｖと
の衝突を回避するための操作を実施する時間的余裕が短いため、衝突の危険度合いが潜在
的に高い状態と言える。つまり、第１想定構成では、潜在的な衝突の危険性まで加味した
態様で報知処理を実施することができない。
【００９３】
　対して、本実施形態ではＴＴＣだけでなく、接近度Ｄも考慮して報知レベルを決定する
。換言すれば、ＴＴＣが大きい場合にも存在しうる潜在的な危険を顕在化させた報知レベ
ルを決定する。故に、図１３に示すように、実車間距離Ｌが非常に小さい場合には相対的
に高い報知レベルが設定される。その結果、ドライバに対して先行車両Ｐｖとの衝突の危
険性をより強く訴えかけることができる。
【００９４】
　また、先行車両Ｐｖとの衝突のリスクを報知する他の構成として特許文献１のように、
接近度Ｄのみに基づいて報知レベルを決定する構成（以降、第２想定構成）も想定される
。しかしながら、図１４に示すように接近度Ｄがそこまで高くない場合であっても、相対
速度Ｖｒが大きい場合にはＴＴＣは相対的に小さい値となる。ＴＴＣが小さければ、ドラ
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イバが先行車両Ｐｖとの衝突を回避するための操作を実施する時間的余裕が短いため、衝
突の危険度合いが潜在的に高い状態と言える。つまり、第２想定構成では、潜在的な衝突
の危険性まで加味した態様で報知処理を実施することができない場合がある。
【００９５】
　対して、本実施形態では接近度Ｄだけでなく、ＴＴＣも考慮して報知レベルを決定する
。換言すれば接近度Ｄだけでは現れないリスクを顕在化させて報知レベルを決定する。故
に、図１５に示すように、接近度Ｄがそこまで高くない場合であっても、ＴＴＣが相対的
に短い場合には、相対的に高い報知レベルが設定される。その結果、ドライバに対して先
行車両Ｐｖとの衝突の危険性を強く訴えかけることができる。
【００９６】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、以降で述べる種々の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも
要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。また、種々の変形例は、
組み合せて実施することができる。
【００９７】
　なお、前述の実施形態で述べた部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号
を付し、その説明を省略する。また、構成の一部のみに言及している場合、他の部分につ
いては先に説明した実施形態の構成を適用することができる。
【００９８】
　［変形例１］
　報知レベル決定部Ｆ６は、例えば脇見状態であるか否かなどといった、ドライバの状態
を考慮して報知レベルを決定しても良い。以下、そのような構成を変形例１として述べる
。変形例１における運転支援システム１００は、図１６に示すように、運転支援ＥＣＵ１
、報知デバイス２、前方監視センサ３、狭域通信部４、車両状態センサ５、ロケータ６、
及びドライバ状態センサ７を備えている。
【００９９】
　ドライバ状態センサ７は、ドライバの状態を検出するセンサである。ドライバの状態と
は、例えば、ドライバの顔の向きや、視線の方向、瞼の開度、体の向き（換言すれば着座
姿勢）、ハンドルの把持状態などである。また、心拍数や、血圧、心電位、脈波、発汗量
、体温、呼吸のリズム、呼吸の深さなどのドライバの生体情報も、ドライバの状態を示す
情報として機能する。さらに、ドライバが同乗者等と会話中であるか否かもドライバの状
態に含まれる。
【０１００】
　このようなドライバ状態センサ７としては、例えば、ドライバの顔部を撮像するように
配置されたドライバカメラや、マイク、ハンドル把持センサ、背圧センサ、座圧センサ、
生体情報センサ等を採用することができる。ドライバカメラは、ドライバの顔部を撮像す
るように設置されたカメラである。ドライバカメラは、例えば近赤外光源、近赤外カメラ
、及びそれらを制御する制御ユニットを用いて実現されればよい。ドライバカメラは、近
赤外カメラの撮像画像に対して周知の画像認識処理を施すことで、運転席における乗員（
つまりドライバ）の頭部姿勢や、ドライバの顔の向き、視線方向、瞼の開き度合い等を逐
次検出する。ドライバカメラは、運転席に着座している乗員の顔領域を撮影するように、
例えばステアリングコラムカバーや、インストゥルメントパネルの運転席に対向する部分
等、適宜設計される位置に配置されていればよい。
【０１０１】
　ハンドル把持センサは、ハンドルに設けられた圧力センサであり、背圧センサは、運転
席の背もたれ部に作用している圧力の分布を検出する配置された圧力センサシートである
。座圧センサは、運転席の着座面に配置された圧力センサシートであって、運転席の着座
面に作用している圧力の分布を検出する。
【０１０２】
　生体情報センサとは、例えば心拍数を計測する心拍数センサである。血圧、心電位、脈
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波、発汗量、体温、呼吸のリズム、呼吸の深さを検出対象とするセンサも生体情報センサ
に含まれる。
【０１０３】
　変形例１の運転支援システム１００は、上述した種々のセンサの少なくとも１つをドラ
イバ状態センサ７として備える。本変形例１では一例として、運転支援システム１００は
ドライバ状態センサ７として、ドライバカメラと、心拍数センサを備えるものとする。ド
ライバ状態センサ７としてのドライバカメラ及び心拍数センサのそれぞれは、検出結果を
示すデータを運転支援ＥＣＵ１に逐次提供する。つまり、運転支援ＥＣＵ１には、ドライ
バの頭部姿勢や、ドライバの顔の向き、視線方向、瞼の開き度合い、心拍数などが提供さ
れる。
【０１０４】
　また、変形例１における運転支援ＥＣＵ１は、図１７に示すように種々の機能ブロック
に加えて、ドライバ状態認識部Ｆ８を備える。このドライバ状態認識部Ｆ８は、ドライバ
状態センサ７の検出結果や、車両状態センサ５の検出結果に基づいて、ドライバの状態を
逐次特定する構成である。ここではドライバ状態認識部Ｆ８は、ＣＰＵ１１によるソフト
ウェアの実行によって実現されるものとするが、他の態様として、ＩＣ等を用いてハード
ウェアとして実現されていても良い。
【０１０５】
　ドライバ状態認識部Ｆ８は、例えば、ドライバカメラによって特定されているドライバ
の顔の向きや目線方向に基づいて、ドライバが車両前方を見ていない脇見状態であるか否
かを判定する。例えばドライバの顔が、車両正面方向とのなす角度が２０度以上となる方
向に向けられている場合に、脇見状態であると判定する。
【０１０６】
　また、ドライバの瞼の開き度合いからドライバが居眠り状態であるか否かを判定する。
さらに、ドライバが居眠り状態ではない場合であっても、瞼の開き度合い等の時間変化に
基づいて、ドライバの意識レベルが低下している低覚醒状態であるか否かを判定する。ま
た、操舵角のふらつきや視線のふらつき等によって、漫然状態であるか否かを判定する。
脇見状態、居眠り状態、低覚醒状態、及び漫然状態等といったドライバの状態を判定する
方法は上述した方法に限らない。周知の方法を採用することができる。
【０１０７】
　ドライバ状態認識部Ｆ８は、ドライバが脇見状態、居眠り状態、低覚醒状態、及び漫然
状態の何れかに該当すると判定した場合には、ドライバは異常状態であると判定し、ドラ
イバが異常状態であるか否かを示す異常フラグＦｄを１に設定する。また、ドライバは異
常状態ではない（換言すれば正常である）と判定している場合には異常フラグＦｄを０に
設定する。異常フラグＦｄが１に設定されている状態は、異常フラグＦｄがオンに設定さ
れている状態に相当する。異常フラグＦｄが０に設定されている状態は、異常フラグＦｄ
がオフに設定されている状態に相当する。
【０１０８】
　なお、ここでは一例としてドライバ状態認識部Ｆ８は脇見状態、居眠り状態、低覚醒状
態、及び漫然状態の全ての状態を判定するものとするが、これに限らない。脇見状態、居
眠り状態、低覚醒状態、及び漫然状態の一部のみを判定するように構成されていても良い
。異常フラグＦｄの設定値は、報知レベル決定部Ｆ６（特に、第１リスクレベル算出部Ｆ
６１）によって参照される。
【０１０９】
　本変形例１における第１リスクレベル算出部Ｆ６１は、接近度算出部Ｆ４が算出する接
近度Ｄだけでなく、ドライバ状態認識部Ｆ８の判定結果も用いて、第１リスクレベルを算
出する。具体的には変形例１の第１リスクレベル算出部Ｆ６１は、第１リスクレベルを算
出するための閾値Ｄ１～Ｄ３として、デフォルト閾値と、異常状態用閾値とを備える。
【０１１０】
　デフォルト閾値は、ドライバ状態認識部Ｆ８によってドライバが異常状態ではない（換
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言すれば正常状態である）と判定されている場合に、閾値Ｄ１～Ｄ３として用いる閾値で
ある。異常状態用閾値は、ドライバ状態認識部Ｆ８によってドライバが異常状態であると
判定されている場合に、閾値Ｄ１～Ｄ３として用いる閾値である。デフォルト閾値は、例
えば図１８に示すように、前述の実施形態と同様の値とすればよい。異常状態用閾値は、
デフォルト閾値よりも相対的に小さい値に設定される。
【０１１１】
　ここでは一例として異常状態用閾値はデフォルト閾値よりも０．２だけ小さい値に設定
されているものとする。異常状態用閾値をデフォルト閾値よりも相対的に小さい値に設定
することで、第１リスクレベルが高く判定されやすくなる。第１リスクレベルが高く判定
されやすくなるということは、報知レベルが高く判定されやすくなることに相当する。当
然、報知レベルが高く判定されやすくなれば、報知処理が開始されるタイミングや、相対
的に強い報知態様での報知処理が実行されるタイミングが早まる。つまり、異常状態用閾
値をデフォルト閾値よりも相対的に小さい値に設定することで、報知処理が開始されるタ
イミングや、相対的に強い報知態様での報知処理が実行されるタイミングを早めることが
できる。
【０１１２】
　次に、変形例１における報知レベル決定部Ｆ６の作動を、図１９に示すフローチャート
を用いて説明する。図１９は、報知レベル決定部Ｆ６が報知レベルを決定する処理（以降
、報知レベル決定処理）を説明するためのフローチャートである。この図１９に示すフロ
ーチャートは、実施形態の報知関連処理と同様に、自車両Ｈｖの走行用電源がオンとなっ
ている間、逐次実行されれば良い。
【０１１３】
　なお、本フローとは独立して安全車間距離算出部Ｆ３による安全車間距離Ｌｓの算出や
、接近度算出部Ｆ４による接近度Ｄの算出、ＴＴＣ算出部Ｆ５によるＴＴＣの算出等が実
行されている。換言すれば、図１９に示す報知レベル決定処理は、運転支援ＥＣＵ１が実
施する報知関連処理の中で、報知レベル決定部Ｆ６が実行する処理を抽出した処理に相当
する。図１９に示すフローチャートが備える各ステップは、報知レベル決定部Ｆ６によっ
て実行される。
【０１１４】
　まずステップＳ２０１では、先行車両Ｐｖが存在するか否かを判定する。先行車両Ｐｖ
が存在しない場合にはステップＳ２０１が否定判定されてステップＳ２０２に移る。一方
、先行車両Ｐｖが存在する場合にはステップＳ２０１が肯定判定されてステップＳ２０２
に移る。ステップＳ２０２では報知レベルを０に設定して本フローを終了する。
【０１１５】
　ステップＳ２０３では、接近度算出部Ｆ４が算出した接近度Ｄを取得してステップＳ２
０４に移る。ステップＳ２０４では異常フラグＦｄの設定値を読み出してステップＳ２０
５に移る。ステップＳ２０５では異常フラグＦｄが１に設定されているか否かを判定する
。異常フラグＦｄが１に設定されている場合にはステップＳ２０５が肯定判定されてステ
ップＳ２０６に移る。一方、異常フラグＦｄが１に設定されていない場合、すなわち異常
フラグＦｄが０に設定されている場合にはステップＳ２０５が否定判定されてステップＳ
２０７に移る。
【０１１６】
　ステップＳ２０６では第１リスクレベル算出部Ｆ６１が、デフォルト閾値の代わりに、
所定の異常状態用閾値を用いて、ステップＳ２０３で取得した接近度Ｄに対応する第１リ
スクレベルを算出してステップＳ２０８に移る。また、ステップＳ２０７ではデフォルト
閾値を用いて、ステップＳ２０３で取得した接近度Ｄに対応する第１リスクレベルを算出
してステップＳ２０８に移る。
【０１１７】
　ステップＳ２０８ではＴＴＣ算出部Ｆ５が算出したＴＴＣを取得してステップＳ２０９
に移る。ステップＳ２０９ではステップＳ２０８で取得したＴＴＣに対応する第２リスク
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レベルを算出してステップＳ２１０に移る。ステップＳ２１０では以上の処理で決定され
た第１リスクレベルと第２リスクレベルに基づいて報知レベルを決定して本フローを終了
する。なお、第１リスクレベルと第２リスクレベルに基づいた報知レベルの算出方法自体
は前述の実施形態と同様のものを採用すれば良い。つまり、図８に示すような対応表に基
づいて決定されれば良い。本フロー終了後においては、報知処理部Ｆ７が、決定された報
知レベルに応じて報知処理を実施したり報知処理を停止したりする。
【０１１８】
　＜変形例１のまとめ＞
　変形例１の構成によれば、ドライバが脇見状態等の所定の異常状態となっている場合に
は、相対的に第１リスクレベルが高いレベルに判定されやすいように設定された閾値を用
いて第１リスクレベルを決定する。このような構成によれば、報知処理が開始されるタイ
ミングや、相対的に強い報知態様での報知処理が実行されるタイミングを早まる。その結
果、ドライバを異常状態から正常状態へと復帰させたり、ドライバに前方を確認させたり
するタイミングを早めることが期待できる。
【０１１９】
　［変形例２］
　上述した変形例１では、ドライバが異常状態であると判定されている場合であっても、
ドライバが正常な状態であると判定されている場合と同様の規則によって報知レベルを算
出する態様を開示したがこれに限らない。ドライバが異常状態であると判定されている場
合には、ドライバが正常な状態であると判定されている場合よりも報知レベルを高く判定
するように、報知レベルの判定規則が設定されていても良い。例えばドライバが正常な状
態であると判定されている場合には図８に示す対応表を用いて報知レベルを決定する一方
、ドライバが異常状態であると判定されている場合には図２０に示す対応表を用いて報知
レベルを決定する。
【０１２０】
　図２０における丸括弧内の数字は、ドライバが正常な状態であると判定されている場合
に設定される報知レベルとの差分を表している。すなわち、図２０に示す例では第１リス
クレベルが２で第２リスクレベルが１の場合であって、且つ、ドライバが異常状態である
と判定されている場合には、ドライバが正常な状態であると判定されている場合よりも報
知レベルを１段階高く判定することを示している。第１リスクレベルが４で第２リスクレ
ベルが１の場合や、第１リスクレベルが３で第２リスクレベルが２の場合、第１リスクレ
ベルが４で第２リスクレベルが２の場合、第１リスクレベルが３で第２リスクレベルが３
の場合も同様である。
【０１２１】
　この変形例２の構成によれば、ドライバが異常状態である場合には、報知処理の開始タ
イミングを早めるだけでなく、報知処理が出力する刺激も強めることとなる。このような
態様によればドライバは先行車両と衝突の危険性があることを気づきやすくなる。当然、
ドライバが先行車両との衝突の危険性を認識すれば、加速操作の中止や、減速操作の実行
等といった、衝突の危険性を低減するための操作が行うことが期待できる。つまり、この
変形例２の構成によれば、より一層安全性が高まることが期待できる。
【０１２２】
　［変形例３］
　上述した変形例１や変形例２では、ドライバ状態認識部Ｆ８によってドライバが異常状
態であると判定されている場合に、ドライバが正常状態であると判定されている場合より
も第１リスクレベルが高く判定されやすくなるように、第１リスクレベルを判定するため
の閾値Ｄ１～Ｄ３を変更する態様を開示したが、これに限らない。
【０１２３】
　ドライバが異常状態であると判定されている場合に、ドライバが正常状態であると判定
されている場合よりも第２リスクレベルが高く判定されるように閾値Ｔ１～Ｔ２を変更し
てもよい。例えば、第２リスクレベルを判定するための閾値Ｔ１，Ｔ２として、ドライバ
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状態認識部Ｆ８によってドライバが正常状態であると判定されている場合に適用されるデ
フォルト閾値と、ドライバが異常状態であると判定されている場合に適用される異常状態
用閾値を用意しておき、ドライバ状態認識部Ｆ８の判定結果に応じてこれらを使い分けて
も良い。
【０１２４】
　第２リスクレベルを判定するための異常状態用閾値は、デフォルト閾値よりも大きい値
に設定されていれば良い。例えば第２リスクレベルを判定するための異常状態用閾値は、
デフォルト閾値に１よりも大きい所定の係数（例えば１．２）を乗じた値や、所定の正の
数（例えば１秒）を加算した値とすればよい。そのような構成によれば、ドライバ状態認
識部Ｆ８によってドライバが異常状態であると判定されている場合、ドライバが正常状態
であると判定されている場合よりも第２リスクレベルが高く判定されやすくなる。その結
果、ドライバが異常状態である場合には、ドライバが正常状態である場合よりも、報知レ
ベルがより高いレベルに判定されやすくなる。
【０１２５】
　［変形例４］
　報知レベル決定部Ｆ６は、自車両Ｈｖの状態遷移を鑑みて、報知レベルドライバの状態
を考慮して報知レベルを決定しても良い。なお、ここでの自車両Ｈｖの状態遷移とは、第
１リスクレベルの変化や、第２リスクレベルの変化を指す。以下、そのような構成を変形
例１として述べる。
【０１２６】
　変形例４における報知レベル決定部Ｆ６は、第１リスクレベル及び第２リスクレベルを
算出した場合、その決定した第１リスクレベル及び第２リスクレベルを、前回状態情報と
してＲＡＭ１３に保存する。そして、次回の報知関連処理において、新たに第１、第２リ
スクレベルを算出した場合に、前回状態情報としてＲＡＭ１３に保存されている第１、第
２リスクレベルを参照し、第１リスクレベルが改善したか否か、及び、第２リスクレベル
が改善したか否かを判定する。
【０１２７】
　そして、報知レベル決定部Ｆ６は、第１リスクレベル又は第２リスクレベルが改善して
いる場合には、現在の第１、第２リスクレベルから定まる本来の報知レベルよりも報知レ
ベルを低く判定する。なお、第１リスクレベルが改善した場合とは、今回算出した第１リ
スクレベルが、前回算出した第１リスクレベルよりも低いレベルとなっている場合である
。第２リスクレベルが改善した場合とは、今回算出した第２リスクレベルが、前回算出し
た第１リスクレベルよりも低いレベルとなっている場合である。
【０１２８】
　例えば、図２１に示すように、前回、今回ともに第２リスクレベルが１の場合において
、第１リスクレベルが４から３に下がった場合には報知レベルを０に設定する。また、前
回、今回ともに第１リスクレベルが３の場合において、第２リスクレベルが２から１に下
がった場合にも、報知レベルを０に設定する。なお、図８に示すように、第１リスクレベ
ルが３且つ第２リスクレベルが１の場合の本来の報知レベルは１である。
【０１２９】
　また、図２２に示すように、前回、今回ともに第２リスクレベルが２の場合において、
第１リスクレベルが３から２に下がった場合には報知レベルを０に設定する。前回、今回
ともに第１リスクレベルが２の場合において、第２リスクレベルが３から２に下がった場
合も同様に、報知レベルを０に設定する。なお、図８に示すように、第１リスクレベルが
２且つ第２リスクレベルが２の場合の本来の報知レベルは１である。
【０１３０】
　さらに、図２３に示すように、前回、今回ともに第２リスクレベルが３の場合において
、第１リスクレベルが３から２に下がった場合には報知レベルを１に設定する。なお、図
８に示すように、第１リスクレベルが２且つ第２リスクレベルが３の場合の本来の報知レ
ベルは２である。
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【０１３１】
　第１リスクレベルや第２リスクレベルが改善されたということは、ドライバの減速操作
等によって、自車両Ｈｖと先行車両Ｐｖとの位置関係がより安全な状態へ移行したことを
意味する。そのように、自車両Ｈｖと先行車両Ｐｖとの位置関係がより安全な状態へ移行
した場合に早めに報知処理の態様を弱めたり報知処理を停止したりすることで、ドライバ
に煩わしさを与える恐れを低減できる。
【０１３２】
　なお、以上では、本来の報知レベルよりも低い報知レベルに設定する状態推移パターン
として５つのパターンを例示したが、本来の報知レベルよりも低い報知レベルに設定する
状態推移パターンは適宜選定されれば良い。
【０１３３】
　ところで、第１リスクレベルが改善されたことに基づいて報知レベルを本来の報知レベ
ルよりも低いレベルに設定することは、接近度Ｄの値がより小さい値に推移したことに基
づいて報知レベルを本来の報知レベルよりも低いレベルに設定することに相当する。接近
度Ｄは、小さいほど安全な状態を意味するパラメータであるため、接近度Ｄの値がより小
さい値に推移することは、より安全な状態に移行したことを意味する。
【０１３４】
　また、第２リスクレベルが改善されたことに基づいて報知レベルを本来の報知レベルよ
りも低いレベルに設定することは、ＴＴＣの値がより大きい値に推移したことに基づいて
報知レベルを本来の報知レベルよりも低いレベルに設定することに相当する。ＴＴＣは、
大きいほど安全な状態を意味するパラメータであるため、ＴＴＣの値がより大きい値に推
移することは、より安全な状態に移行したことを意味する。
【０１３５】
　［変形例５］
　以上ではＴＴＣに基づいて第２リスクレベルを算出する構成を開示したが、第２リスク
レベルの算出に用いる指標（換言すれば第２リスク指標値）はＴＴＣに限らない。第２リ
スクレベル算出部Ｆ６２は、ＴＴＣの逆数を用いて第２リスクレベルを算出してもよい。
また、相対速度と相対加速度を考慮したＴＴＣ２ｎｄを用いて第２リスクレベルを算出し
ても良い。第２リスクレベルは、上述したリスク指標以外にも、例えば衝突余裕度（MTC:
 Margin-To-Collision）など、先行車両Ｐｖの走行速度Ｖｐを用いた周知のリスク指標に
基づいて算出することができる。
【０１３６】
　また、以上で接近度Ｄを用いて第１リスクレベルを算出する構成を開示したが、これに
限らない。第１リスクレベル算出部Ｆ６１は、次に説明する安心余裕時間を第１リスク指
標値として用いて第１リスクレベルを算出してもよい。
【０１３７】
　安心余裕時間は、現在の車間時間から、反応遅れ時間と、反応時間と、必要車間時間を
減算した値である。車間時間は、実車間距離Ｌを自車両Ｈｖの走行速度Ｖｈで除算した値
である。反応遅れ時間は、先行車両Ｐｖの急制動等のリスク事象が発生したことにドライ
バが気づくまでに要する遅延時間である。反応遅れ時間は予め設定されている。なお、反
応遅れ時間は漫然運転時や脇見運転時には長い値に調整されてもよい。反応時間は、ドラ
イバがリスク事象の発生に気づいてから制動操作を開始するまでにかかる時間であって、
ドライバの運転技能や年齢等によって定まるパラメータである。反応時間は予め設定され
ている。必要車間時間は、ドライバが制動操作を開始してから停車するまでに必要な時間
であって、路面状態や、車種性能等によって定まるパラメータである。必要車間時間は予
め設定されている。なお、必要車間時間は走行速度Ｖｈが大きいほど長くなるように調整
されてもよい。このような安心余裕時間を接近度Ｄの代わりに用いても以上で述べた効果
を奏することができる。
【符号の説明】
【０１３８】
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　１００　運転支援システム、１　運転支援ＥＣＵ（運転支援装置）、２　報知デバイス
、２Ａ　スピーカ、２Ｂ　ディスプレイ、２Ｃ　周辺視デバイス、２Ｄ　触覚デバイス、
３　前方監視センサ、４　狭域通信部、５　車両状態センサ、６　ロケータ、７　ドライ
バ状態センサ、Ｆ１　環境認識部（車間距離取得部）、Ｆ２　車両状態認識部、Ｆ３　安
全車間距離算出部、Ｆ４　接近度算出部（第１指標値算出部）、Ｆ５　ＴＴＣ算出部（第
２指標値算出部）、Ｆ６　報知レベル決定部、Ｆ６１　第１リスクレベル算出部、Ｆ６２
　第２リスクレベル算出部、Ｆ７　報知処理部、Ｆ８　ドライバ状態認識部
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